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別紙 

教官の外国留学に関する暫定要領 

 （趣旨） 

第１条 この規定は、防衛医科大学校（以下「大学校」という。）の准教授、講師（常

時勤務する者に限る。）又は助教（以下「教官」という。）の研究能力等の向上を目

的とする外国留学に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （留学の定義及び種類） 

第２条 この規定で「留学」とは、教官がその専攻する専門分野等について調査研究し、

研究能力等を向上させることを目的として外国の大学、研究所その他の公共的な教育

機関又は学術研究機関において調査研究に参加することをいい、長期留学と短期留学

とに区分する。 

２ 長期留学とは、３月以上１年以内（防衛医科大学校長（以下「学校長」という。）

が特に必要と認める場合は２年以内）の期間留学することをいう。 

３ 短期留学とは、３月未満の期間留学することをいう。 

 （資格） 

第３条 留学することのできる者は、留学予定年度の４月１日において大学校に１年以

上在職することとなる教官で原則として５０歳以下の者とする。 

２ 前項に規定するもののほか、当分の間、留学予定日において在職１年に達する者及

び５５歳以下の者を含めることができる。 

 （留学候補者の推薦及び決定） 

第４条 学科目及び講座の長並びに動物実験施設長並びに診療科及び中央診療施設と

して置かれる部の長並びに防衛医学研究センターの部門の長（以下「講座等の長」と

いう。）は、留学候補者の不在中の職務補充当を充分考慮して選考し、留学予定年度

の前年度１月末日までに留学候補者推薦書（別記様式第１）により学校長（医学教育

研修センターの所掌にあっては医学教育研修センター事務部総務係、防衛医学研究セ

ンター所掌にあっては防衛医学研究センター事務部総務係経由）に推薦するものとす

る。 

２ 学校長は、当該推薦に基づき留学予定者を決定するものとする。 

 （決定の変更等） 

第５条 講座等の長は、留学予定者の前条第１項に規定する留学候補者推薦書に記載さ

れた事項を変更する事由が生じた場合は学校長（医学教育研修センターの所掌にあっ

ては医学教育研修センター事務部総務係、防衛医学研究センター所掌にあっては防衛

医学研究センター事務部総務係経由）に申し出るとともに、その指示を受けなければ

ならない。 

２ 講座等の長は、留学予定者の留学を取り消す必要が生じた場合前項に準じて処理す

るものとする。 



 （研究報告書の提出） 

第６条 留学者は、帰国の日から１月以内に研究報告書（別記様式第２）を学校長（医

学研究センター所掌にあっては医学研究センター事務部総務係、防衛医学研究センタ

ー所掌にあっては防衛医学研究センター事務部総務係経由）に提出しなければならな

い。 

   附 則 

 この通達は、平成５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この通達は、平成７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この通達は、平成８年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この通達は、平成２３年１２月２７日から施行する。 

   附 則 

 この通達は、平成２４年４月６日から施行する。 

附 則 

 この通達は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この通達は、令和５年７月１日から施行する。 
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別記様式第２（第６条関係） 

 

研  究  報  告  書 

                           令和  年  月  日 

 

 

 防衛医科大学校長 殿 

 

 

                       職 名 

                       氏 名             

期        間 研究機関（所在地） 

   年  月  日～  年  月  日  

   年  月  日～  年  月  日  

   年  月  日～  年  月  日  

   年  月  日～  年  月  日  

調 査 研 究 題 目 

 

 

 

 

研  究  概  要 

 記入できない場 

 合には別紙を使 

 用する。 

 

所       見 

 

 

 

 

 


